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行 政 か ら の お 知 ら せ
I n f o r m a t i o n

猿
２
月
初
旬
に
送
付
さ
れ
る
場
合

　

年
の
途
中
か
ら
国
民
年
金
に
加
入
し
た

場
合
な
ど
、　

月
２
日
以
降
に
本
年
初
め

１０

て
保
険
料
を
納
付
す
る
方
に
つ
い
て
は
、

翌
年
２
月
初
旬
に
同
様
の
証
明
書
が
送
付

さ
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
平
成　

年
中

２０

に
国
民
年
金
の
保
険
料
を
納
付
し
た
方
全

員
に
こ
の
証
明
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

年
末
調
整
ま
た
は
確
定
申
告
の
手
続
き

の
際
は
、
必
ず
こ
の
証
明
書
や
領
収
証
書

を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ　

　

佐
賀
社
会
保
険
事
務
所　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎　

−

４
１
９
１

３１

　

多
久
市　

市
民
生
活
課　

保
険
年
金
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎　

−

２
１
５
９
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猿
国
民
年
金
保
険
料
は
社
会
保
険
料
控
除

の
対
象
で
す

　　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
納
付
し
た
全
額

が
所
得
税
・
市
町
村
民
税
等
の
社
会
保
険

料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

国
民
年
金
保
険
料
を
社
会
保
険
料
控
除

と
し
て
申
告
す
る
場
合
は
、
今
年
１
年
間

に
納
付
（
納
付
見
込
み
を
含
む
）
し
た
国

民
年
金
保
険
料
を
証
明
す
る
書
類
の
添
付

が
必
要
で
す
。

猿
毎
年　

月
初
旬
に
送
付
さ
れ
ま
す

１１

　　

こ
の
た
め
、
生
命
保
険
会
社
等
が
発
行

す
る
控
除
証
明
書
と
同
様
に
、
１
年
間
に

納
付
し
た
国
民
年
金
保
険
料
の
額
を
証
明

す
る
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険

料
）
控
除
証
明
書
」
（
ハ
ガ
キ
）
が
、
社

会
保
険
庁
か
ら
毎
年　

月
初
旬
に
送
付
さ

１１

れ
ま
す
。
証
明
内
容
は
本
年
１
月
か
ら　
１０

月
１
日
ま
で
に
納
付
さ
れ
た
国
民
年
金
保

険
料
額
と
、
年
内
に
納
付
が
見
込
ま
れ
る

場
合
の
納
付
見
込
額
で
す
。

　

納
付
忘
れ
等
が
あ
る
場
合
も
、
年
内
に

納
付
す
れ
ば
、
今
年
分
の
控
除
と
し
て
申

告
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

年
末
調
整
や
確
定
申
告
に
は「
社

会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
」
等
の
証
明
書
の

添
付
が
必
要
で
す

　

特
別
児
童
扶
養
手
当
は
、
精
神
ま
た

は
、
身
体
に
障
害
（
日
常
生
活
に
お
い
て
、

介
護
・
支
援
を
必
要
と
す
る
疾
病
・
傷
病
）

が
あ
る
在
宅
の
児
童
を
監
護
・
養
育
し
て

い
る
父
母
、
ま
た
は
父
母
に
代
わ
っ
て
、

そ
の
児
童
を
養
育
さ
れ
て
い
る
方
に
、
国

か
ら
支
給
さ
れ
る
手
当
の
こ
と
で
す
。

　

対
象
と
な
る
の
は
、　

歳
未
満
で
中
度

２０

以
上
（
政
令
に
定
め
る
程
度
）
の
障
害
の

状
態
に
あ
る
児
童
で
す
。
た
だ
し
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
特
別
児

童
扶
養
手
当
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

猿
該
当
し
な
く
な
る
要
件

・
対
象
の
児
童
お
よ
び
そ
の
監
護
を
行
う
父

　

母
や
養
育
者
の
住
所
が
日
本
国
内
に
な
い

　

と
き

・
対
象
児
童
が
障
害
を
事
由
と
す
る
年
金
給

　

付
を
受
け
る
と
き

　

（
児
童
扶
養
手
当
・
児
童
手
当
・
障
害
児

　

福
祉
手
当
と
の
併
給
は
可
能
）

・
対
象
児
童
が
福
祉
施
設
等
に
入
所
し
て
い

　

る
と
き

・
受
給
し
よ
う
と
す
る
方
や
、
そ
の
配
偶
者

　

お
よ
び
同
居
し
て
い
る
児
童
の
扶
養
義
務

　

者
の
所
得
が
制
限
額
を
超
え
る
場
合

猿
手
当
の
額

　

障
害
の
程
度
に
応
じ
て
決
定
さ
れ
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　
　
　

　

福
祉
健
康
課　

社
会
福
祉
係　
　
　
　

　
　
　
　
　

☎　

−

６
１
１
８
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特
別
児
童
扶
養
手
当
は
障
害
を
持
つ

児
童
の
福
祉
増
進
の
た
め
の
手
当
で
す

　

国
土
交
通
省
で
は
、
都
道
府
県
、
市
町

村
の
協
力
の
も
と
に
、　

月
１
日
に
全
国

１２

各
地
に
お
い
て
「
平
成　

年
住
生
活
総
合

２０

調
査
」
を
行
い
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
住
生
活
基
本
法
に
基
づ

く
住
生
活
の
安
定
・
向
上
に
係
る
総
合
的

な
施
策
を
推
進
す
る
上
で
必
要
と
な
る
基

礎
資
料
を
得
る
た
め
に
、
居
住
環
境
を
含

め
た
住
生
活
全
般
に
関
す
る
実
態
や
居
住

者
の
意
向
・
満
足
度
等
を
総
合
的
に
調
査

す
る
も
の
で
、
５
年
ご
と
に
実
施
す
る
も

の
で
す
。

　

今
回
は
、　

月
に
総
務
省
が
実
施
し
た

１０

住
宅
・
土
地
統
計
調
査
に
ご
回
答
い
た
だ

い
た
世
帯
の
中
か
ら
一
部
を
抽
出
し
、
全

国
で
約　

万
世
帯
を
対
象
に
行
い
ま
す

１０

が
、多
久
市
で
は
、一
定
の
抽
出
方
法
に
よ

り
無
作
為
抽
出
し
た
２
８
０
世
帯
に
調
査

を
お
願
い
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
　

月　

日
か
ら　

月
７
日
ま
で
の
間
、

１１

２４

１２

統
計
調
査
員
証
を
持
っ
た
調
査
員
が
、
対

象
と
な
っ
た
世
帯
を
訪
問
い
た
し
ま
す
の

で
、
調
査
を
お
願
い
す
る
皆
様
に
は
重
ね

て
お
手
数
を
お
か
け
す
る
こ
と
と
な
り
ま

す
が
、
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

建
設
課　

住
宅
建
築
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎　

−

４
８
２
６

７５

住
生
活
総
合
調
査
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

　法務省及び全国人権擁護委員連合会では、女性をめ
ぐる様々な人権問題の相談を専用電話で受け付けて
おります。ご相談には人権擁護委員と法務局職員が、
無料で応対します。
　秘密は守られますのでお気軽にご相談ください。
期　間　１１月１７日月～１１月２３日日
時　間　８時３０分～１９時まで
　　　　（土・日曜日は１０時～１７時）
　　　　☎０５７０－ ０  ７  ０ 

ゼロ ナナ ゼロ

 － 
の

 ８１０ （全国共通）
ハートライン

１１月１７日～１１月２３日は
全国一斉「女性の人権ホットライン」

強化週間です


